
静岡県公安委員会規則第24号

静岡県公安委員会等の所管する法令に基づく事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年12月20日

静岡県公安委員会委員長 外 山 弘 宰

静岡県公安委員会等の所管する法令に基づく事務に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する規則の一部を改正する規則

静岡県公安委員会等の所管する法令に基づく事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る規則(平成18年静岡県公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規則は、令和５年１月４日から施行する。

改正前 改正後

別表 （略） 別表 （略）

法令 規定

（略）

警備業法（昭和47年

法律第117号）

第10条第１項、第16

条第２項及び第３項

並びに第17条第２項

重要施設の周辺地域

の上空における小型

無人機等の飛行の禁

止に関する法律（平

成28年法律第９号）

（略）

道路交通法施行規則

（昭和35年総理府令

第60号）

第５条第１項及び第

８条第１項

（略）

法令 規定

（略）

警備業法（昭和47年

法律第117号）

第９条（警備業者

が、その主たる営業

所の所在する都道府

県以外の都道府県の

区域内で警備業務

（内閣府令で定める

ものを除く。）を行お

うとするときの届出

書の提出に係る部分

に限る。）、第10条第

１項、第16条第２項

及び第３項並びに第

17条第２項

自動車運転代行業の

業務の適正化に関す

る法律（平成13年法

律第57号）

第８条第１項

重要施設の周辺地域

の上空における小型

無人機等の飛行の禁

止に関する法律（平

成28年法律第９号）

（略）

道路交通法施行規則

（昭和35年総理府令

第60号）

第５条第１項、第８

条第１項及び第８条

の５第１項

（略）


